
第４５号議案  
   ふじみ野市手数料条例の一部を改正する条例  
 ふじみ野市手数料条例（平成１７年ふじみ野市条例第５０号）の一部を次のよ

うに改正する。  
 第２条及び第５条第２項中「別表第１」を「別表」に改める。  
 第８条第１項第３号中「別表第１の３９の項から５４の項まで」を「別表４０

の項から５５の項まで」に改め、同条第２項を次のように改める。  
２ 戸籍に関し法律で条例の定めるところにより無料で証明を行うことができる

旨の規定がある場合の証明及びこれと同一目的に使用するための住民票の写し

の交付については、手数料を免除する。  
第８条第３項中「別表第１の３９の項から５４の項まで」を「別表４０の項か

ら５５の項まで」に改める。  
 別表第２を削り、別表第１を次のように改める。  
別表（第２条、第５条、第８条関係）  
項  手数料を徴収する事務 単位 手数料の金額 

１ 税務関係各種証明及び公図、土地閲

覧台帳又は家屋閲覧台帳の閲覧 

１件につき ２００円

２ 地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第３８２条の２に規定する固定資

産課税台帳の閲覧（同法第４１６条第

３項又は第４１９条第８項の規定によ

り公示した期間において納税義務者の

閲覧に供する場合を除く。）及び同法

第３８２条の３に規定する固定資産課

税台帳に記載されている事項その他固

定資産税に係る事項の証明 

６筆又は６棟

ごとにつき（

償却資産につ

いては、１件

につき） 

２００円

３ 地方税法第３８７条第１項に規定す

る土地名寄帳又は家屋名寄帳の閲覧（

地方税法第４１６条第３項又は第４１

９条第８項の規定により公示した期間

において納税義務者の閲覧に供する場

合を除く。）又は証明 

１納税義務者

につき 

２００円

４ 固定資産課税台帳に登録がないこと

の証明 

１件につき ２００円

５ 住宅用家屋の証明 １件につき １，３００円

６ 地方税法第２０条の１０に規定する

納税証明書の交付 

１件につき ２００円



７ 住民基本台帳の閲覧、住民票（除票

を含む。）の写しの交付（広域交付を 

含む。）及び印鑑登録証明その他の各

種証明 

１件につき ２００円

８ 行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律

（平成２５年法律第２７号。以下「番

号法」という。）第７条第１項に規定

する通知カードの再交付（追記欄の余

白がなくなった場合、個人番号若しく

は住民票コードの変更により返納した

場合又は国外転出により返納した場合

の再交付を除く。） 

１件につき ５００円

９ 番号法第２条第７項に規定する個人

番号カードの再交付（個人番号若しく

は住民票コードの変更により返納した

場合又は国外転出により返納した場合

の再交付を除く。） 

１件につき ８００円

１０ 戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気デ

ィスクをもって調製された戸籍に記録

されている事項の全部若しくは一部を

証明した書面の交付 

１通につき ４５０円

１１ 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又

は磁気ディスクをもって調製された除

かれた戸籍に記録されている事項の全

部若しくは一部を証明した書面の交付 

１通につき ７５０円

１２ 戸籍に記載した事項に関する証明 証明事項１件

につき 

３５０円

１３ 除かれた戸籍に記載した事項に関す

る証明 

証明事項１件

につき 

４５０円

１４ 戸籍の届出若しくは申請の受理の証

明書又は戸籍法（昭和２２年法律第２

２４号）第４８条第２項（同法第１１

７条において準用する場合を含む。）

の書類に記載した事項の証明書の交付 

１通につき ３５０円

１５ 前項の届出のうち婚姻、離婚、養子

縁組、養子離縁又は認知の届出の受理

の証明書の交付で法務省令で定める様 

１通につき １，４００円



 式による上質紙を用いる場合  

１６ 戸籍法第４８条第２項（同法第１１ 

７条において準用する場合を含む。）

の書類の閲覧 

１件につき ３５０円

１７ 道路運送車両法（昭和２６年法律第

１８５号）第３４条第２項（同法第７

３条第２項において準用する場合を含

む。）の規定に基づく自動車の臨時運

行の許可 

１車両につき ７５０円

１８ 認可地縁団体印鑑登録証明 １件につき ２００円

１９ 狂犬病予防法第４条第２項の規定に

基づく犬の登録手数料 

１頭につき ３，０００円

２０ 狂犬病予防法第５条第２項の規定に

基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

手数料 

１頭につき ５５０円

２１ 狂犬病予防法施行令第１条の２の規

定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 

１頭につき １，６００円

２２ 狂犬病予防法施行令第３条の規定に

基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交

付手数料 

１頭につき ３４０円

２３ 鳥獣飼養登録票の交付若しくは再交

付又は更新 

１件につき ３，４００円

２４ 化製場等に関する法律（昭和２３年

法律第１４０号）第３条第１項の規定

に基づく化製場の設置許可 

１件につき ２２，０００円

２５ 化製場等に関する法律第３条第１項

の規定に基づく死亡獣畜取扱場（第８

条準用施設を含む。）の設置許可 

１件につき １４，０００円

２６ 化製場等に関する法律第９条第１項

の規定に基づく動物の飼養又は収容の

許可 

１件につき ８，０００円

２７ 道路台帳及び官民境界を確定するた

めの資料の写しの交付 

１件につき ２００円（カラーで

複写され、又は出力

されたものが含まれ

る場合にあっては、

４００円） 

２８ 土木関係各種証明 １件につき ２００円



２９ 埼玉県屋外広告物条例（昭和５０年

埼玉県条例第４２号）に基づく屋外広 

告物許可 

    

(1) 広告塔又は広告板 １平方メート

ルにつき（た

だし、１平方

メートル未満

の場合は、１

平方メートル

とする。） 

３５０円

(2) 紙製又は布製の立看板 １個につき １７０円

(3) 前号に規定するもの以外の立看

板 

１個につき ３５０円

(4) 掛看板 １個につき ７００円

(5) 広告幕（つり下げを含む。） １張につき ３５０円

(6) 広告旗 １本につき ３５０円

(7) 電柱、街灯柱その他電柱に類す

るものの利用広告（はり紙及びは

り札を除く。） 

１個につき ３５０円

(8) 標識利用広告 １個につき １７０円

(9) アドバルーン １個につき １，７５０円

(10) アーチ利用広告 １基につき ３，５００円

(11) はり紙 ５０枚につき

（ただし、５

０枚未満の場

合は、５０枚

とする。） 

３５０円

(12) はり札 １０枚につき

（ただし、１

０枚未満の場

合は、１０枚

とする。） 

３５０円

(13) 自動車利用広告   

ア 広告宣伝用自動車を利用する

もの 

１台につき ２，０００円

イ アに規定するもの以外のもの １台につき ８００円



３０ 優良宅地造成認定の申請に対する審

査 

    

(1) 造成宅地の面積が０．１ヘクタ

ール未満のもの 

１件につき ８６，０００円

(2) 造成宅地の面積が０．１ヘクタ

ール以上０．３ヘクタール未満の

もの 

１件につき １３０，０００円

(3) 造成宅地の面積が０．３ヘクタ

ール以上０．６ヘクタール未満の

もの 

１件につき １９０，０００円

(4) 造成宅地の面積が０．６ヘクタ

ール以上１ヘクタール未満のもの 

１件につき ２６０，０００円

(5) 造成宅地の面積が１ヘクタール

以上３ヘクタール未満のもの 

１件につき ３９０，０００円

(6) 造成宅地の面積が３ヘクタール

以上６ヘクタール未満のもの 

１件につき ５１０，０００円

(7) 造成宅地の面積が６ヘクタール

以上１０ヘクタール未満のもの 

１件につき ６６０，０００円

(8) 造成宅地の面積が１０ヘクター

ル以上のもの 

１件につき ８７０，０００円

３１ 優良宅地認定証明の申請に対する審

査 

１件につき ８６，０００円

３２ 都市計画法（昭和４３年法律第１０

０号）第２９条第１項又は第２項の規

定に基づく開発行為の許可の申請に対

する審査 

    

(1) 主として自己の居住の用に供す

る住宅の建築の用に供する目的で

行う開発行為 

    

ア 開発区域の面積が０．１ヘク

タール未満のもの 

１件につき ８，６００円

イ 開発区域の面積が０．１ヘク

タール以上０．３ヘクタール未

満のもの 

１件につき ２２，０００円

ウ 開発区域の面積が０．３ヘク

タール以上０．６ヘクタール未

満のもの 

１件につき ４３，０００円



 エ 開発区域の面積が０．６ヘク

タール以上１ヘクタール未満の 

もの 

１件につき ８６，０００円

オ 開発区域の面積が１ヘクター

ル以上３ヘクタール未満のもの 

１件につき １３０，０００円

カ 開発区域の面積が３ヘクター

ル以上６ヘクタール未満のもの 

１件につき １７０，０００円

キ 開発区域の面積が６ヘクター

ル以上１０ヘクタール未満のも

の 

１件につき ２２０，０００円

ク 開発区域の面積が１０ヘクタ

ール以上のもの 

１件につき ３００，０００円

(2) 主として、住宅以外の建築物で

自己の業務の用に供するものの建

築又は自己の業務の用に供する特

定工作物の建設の用に供する目的

で行う開発行為 

    

ア 開発区域の面積が０．１ヘク

タール未満のもの 

１件につき １３，０００円

イ 開発区域の面積が０．１ヘク

タール以上０．３ヘクタール未

満のもの 

１件につき ３０，０００円

ウ 開発区域の面積が０．３ヘク

タール以上０．６ヘクタール未

満のもの 

１件につき ６５，０００円

エ 開発区域の面積が０．６ヘク

タール以上１ヘクタール未満の

もの 

１件につき １２０，０００円

オ 開発区域の面積が１ヘクター

ル以上３ヘクタール未満のもの 

１件につき ２００，０００円

カ 開発区域の面積が３ヘクター

ル以上６ヘクタール未満のもの 

１件につき ２７０，０００円

キ 開発区域の面積が６ヘクター

ル以上１０ヘクタール未満のも

の 

１件につき ３４０，０００円

ク 開発区域の面積が１０ヘクタ

ール以上のもの 

１件につき ４８０，０００円



 (3) その他の開発行為   

ア 開発区域の面積が０．１ヘク 

タール未満のもの 

１件につき ８６，０００円

イ 開発区域の面積が０．１ヘク

タール以上０．３ヘクタール未

満のもの 

１件につき １３０，０００円

ウ 開発区域の面積が０．３ヘク

タール以上０．６ヘクタール未

満のもの 

１件につき １９０，０００円

エ 開発区域の面積が０．６ヘク

タール以上１ヘクタール未満の

もの 

１件につき ２６０，０００円

オ 開発区域の面積が１ヘクター

ル以上３ヘクタール未満のもの 

１件につき ３９０，０００円

カ 開発区域の面積が３ヘクター

ル以上６ヘクタール未満のもの 

１件につき ５１０，０００円

キ 開発区域の面積が６ヘクター

ル以上１０ヘクタール未満のも

の 

１件につき ６６０，０００円

ク 開発区域の面積が１０ヘクタ

ール以上のもの 

１件につき ８７０，０００円

３３ 都市計画法第３５条の２の規定に基

づく開発行為の変更許可の申請に対す

る審査 

１件につき 次に掲げる額を合計

した額。ただし、そ

の額が８７０，００

０円を超えるときは

、その手数料の額は

、８７０，０００円

とする。 

(1) 開発行為に関する設計の変更（

次号のみに該当する場合を除く。

） 

１件につき 開発区域の面積（次

号に規定する変更を

伴う場合にあっては

変更前の開発区域の

面積、開発区域の縮

小を伴う場合にあっ

ては縮小後の開発区

域の面積）に応じ前

項金額の欄に定める 



   額に１０分の１を乗

じて得た金額 

(2) 新たな土地の開発区域への編入

に係る同法第３０条第１項第１号

から第４号までに掲げる事項の変

更 

１件につき 新たに編入される開

発区域の面積に応じ

、前項金額の欄に定

める金額 

(3) その他の変更 １件につき １０，０００円

３４ 都市計画法第４１条第２項ただし書

（同法第３５条の２第４項において準

用する場合を含む。）の規定に基づく

建築の許可の申請 

１件につき ４６，０００円

３５ 都市計画法第４２条第１項ただし書

の規定に基づく建築等の許可の申請 

１件につき ２６，０００円

３６ 都市計画法第４３条の規定に基づく

建築等の許可の申請 

    

(1) 敷地の面積が０．１ヘクタール

未満のもの 

１件につき ６，９００円

(2) 敷地の面積が０．１ヘクタール

以上０．３ヘクタール未満のもの 

１件につき １８，０００円

(3) 敷地の面積が０．３ヘクタール

以上０．６ヘクタール未満のもの 

１件につき ３９，０００円

(4) 敷地の面積が０．６ヘクタール

以上１ヘクタール未満のもの 

１件につき ６９，０００円

(5) 敷地の面積が１ヘクタール以上

のもの 

１件につき ９７，０００円

３７ 都市計画法第４５条の規定に基づく

開発許可を受けた地位の承継の承認申

請 

    

(1) 承認申請をする者が行おうとす

る開発行為が、主として自己の居

住の用に供する住宅の建築の用に

供する目的で行うもの又は主とし

て、住宅以外の建築物で自己の業

務の用に供するものの建築若しく

は自己の業務の用に供する特定工

作物の建設の用に供する目的で行

うものであって開発区域の面積が

１ヘクタール未満のもの 

１件につき １，７００円



 (2) 承認申請をする者が行おうとす

る開発行為が、主として、住宅以

外の建築物で自己の業務の用に供

するものの建築又は自己の業務の

用に供する特定工作物の建設の用

に供する目的で行うものであって

開発区域の面積が１ヘクタール以

上のもの 

１件につき ２，７００円

(3) 承認申請をする者が行おうとす

る開発行為が、前２号以外のもの 

１件につき １７，０００円

３８ 都市計画法第４７条第５項の規定に

基づく開発登録簿の写しの交付 

用紙１枚につ

き 

４７０円

３９ 都市計画法施行規則（昭和４４年建

設省令第４９号）第６０条の規定に基

づく都市計画法第２９条第１項及び第

２項、第３５条の２第１項、第４１条

第２項、第４２条第１項又は第４３条

第１項の規定に適合していることを証

する書面の交付 

１件につき ６，０００円

４０ 建築基準法（昭和２５年法律第２０

１号）第６条第１項又は第１８条第３

項の規定に基づく建築物に関する確認

の審査 

    

(1) 床面積の合計（市長が別に定め

る算定方法によって算定したもの

をいう。以下この項において同じ

。）が３０平方メートル以内のも

の 

１件につき ７，０００円

(2) 床面積の合計が３０平方メート

ルを超え１００平方メートル以内

のもの 

１件につき １４，０００円

(3) 床面積の合計が１００平方メー

トルを超え２００平方メートル以

内のもの 

１件につき ２４，０００円

(4) 床面積の合計が２００平方メー

トルを超え５００平方メートル以

内のもの 

１件につき ３１，０００円

(5) 床面積の合計が５００平方メー １件につき ５８，０００円



 トルを超え１，０００平方メート

ル以内のもの 

 

(6) 床面積の合計が１，０００平方

メートルを超え２，０００平方メ

ートル以内のもの 

１件につき ７８，０００円

(7) 床面積の合計が２，０００平方

メートルを超え１０，０００平方

メートル以内のもの 

１件につき ２３５，０００円

(8) 床面積の合計が１０，０００平

方メートルを超えるもの 

１件につき ４２０，０００円

４１ 建築基準法第６条の３第１項又は第

１８条第４項の規定に基づく建築物に

関する計画の構造計算適合性判定に係

る部分の審査 

  

(1) 次号に掲げるもの以外のもの 一の建築物に

つき 

１７１，４８０円

(2) 構造計算が建築基準法第２０条

第２号イ又は第３号イに規定する

国土交通大臣の認定を受けたプロ

グラムにより行われるもの 

一の建築物に

つき 

１１８，５６０円

４２ 建築基準法第８８条第１項において

準用する同法第６条第１項又は第１８

条第３項の規定に基づく工作物に関す

る確認 

  

(1) 工作物を築造する場合（次号に

掲げる場合を除く。） 

一の工作物に

つき 

１２，０００円

(2) 確認を受けた工作物の計画の変

更をして工作物を築造する場合 

一の工作物に

つき 

５，０００円

４３ 建築基準法第７条第４項又は第１８

条第１７項の規定に基づく建築物に関

する完了検査（同法第７条の３第５項

又は第１８条第２１項の中間検査合格

証の交付を受けた建築物を含む申請の

場合以外） 

    

(1) 床面積の合計（市長が別に定め

る算定方法によって算定したもの

をいう。以下この項において同じ

。）が３０平方メートル以内のも 

１件につき １４，０００円



 の  

(2) 床面積の合計が３０平方メート

ルを超え１００平方メートル以内

のもの 

１件につき １７，０００円

(3) 床面積の合計が１００平方メー

トルを超え２００平方メートル以

内のもの 

１件につき ２４，０００円

(4) 床面積の合計が２００平方メー

トルを超え５００平方メートル以

内のもの 

１件につき ３５，０００円

(5) 床面積の合計が５００平方メー

トルを超え１，０００平方メート

ル以内のもの 

１件につき ５９，０００円

(6) 床面積の合計が１，０００平方

メートルを超え２，０００平方メ

ートル以内のもの 

１件につき ８２，０００円

(7) 床面積の合計が２，０００平方

メートルを超え１０，０００平方

メートル以内のもの 

１件につき ２０８，０００円

(8) 床面積の合計が１０，０００平

方メートルを超えるもの 

１件につき ３３１，０００円

４４ 建築基準法第７条第４項又は第１８

条第１７項の規定に基づく建築物に関

する完了検査（同法第７条の３第５項

又は第１８条第２１項の中間検査合格

証の交付を受けた建築物を含む申請の

場合） 

    

(1) 床面積の合計（市長が別に定め

る算定方法によって算定したもの

をいう。以下この項において同じ

。）が３０平方メートル以内のも

の 

１件につき １２，０００円

(2) 床面積の合計が３０平方メート

ルを超え１００平方メートル以内

のもの 

１件につき １５，０００円

(3) 床面積の合計が１００平方メー

トルを超え２００平方メートル以

内のもの 

１件につき ２３，０００円



 (4) 床面積の合計が２００平方メー

トルを超え５００平方メートル以

内のもの 

１件につき ３３，０００円

(5) 床面積の合計が５００平方メー

トルを超え１，０００平方メート

ル以内のもの 

１件につき ５７，０００円

(6) 床面積の合計が１，０００平方

メートルを超え２，０００平方メ

ートル以内のもの 

１件につき ７７，０００円

(7) 床面積の合計が２，０００平方

メートルを超え１０，０００平方

メートル以内のもの 

１件につき １９１，０００円

(8) 床面積の合計が１０，０００平

方メートルを超えるもの 

１件につき ３１５，０００円

４５ 建築基準法第８８条第１項において

準用する同法第７条第４項又は第１８

条第１７項の規定に基づく工作物に関

する完了検査 

一の工作物に

つき 

１２，０００円

４６ 建築基準法第７条の３第４項又は第

１８条第２０項の規定に基づく建築物

に関する中間検査 

    

(1) 床面積の合計（市長が別に定め

る算定方法によって算定したもの

をいう。以下この項において同じ

。）が３０平方メートル以内のも

の 

１件につき １３，０００円

(2) 床面積の合計が３０平方メート

ルを超え１００平方メートル以内

のもの 

１件につき １７，０００円

(3) 床面積の合計が１００平方メー

トルを超え２００平方メートル以

内のもの 

１件につき ２３，０００円

(4) 床面積の合計が２００平方メー

トルを超え５００平方メートル以

内のもの 

１件につき ３１，０００円

(5) 床面積の合計が５００平方メー

トルを超え１，０００平方メート

ル以内のもの 

１件につき ５２，０００円



 (6) 床面積の合計が１，０００平方

メートルを超え２，０００平方メ

ートル以内のもの 

１件につき ７２，０００円

(7) 床面積の合計が２，０００平方

メートルを超え１０，０００平方

メートル以内のもの 

１件につき １６５，０００円

(8) 床面積の合計が１０，０００平

方メートルを超えるもの 

１件につき ２６１，０００円

４７ 建築基準法第８８条第１項において

準用する同法第７条の３第４項又は第

１８条第２０項の規定に基づく工作物

の中間検査 

一の工作物に

つき 

１２，０００円

４８ 建築基準法第８５条第５項の規定に

基づく仮設建築物建築許可 

１件につき １２０，０００円

４９ 建築基準法第８６条第１項の規定に

基づく総合的設計による一団地の建築

物の特例認定 

１件につき 建築物の数が２であ

る場合にあっては７

８，０００円、建築

物の数が３以上であ

る場合にあっては７

８，０００円に２を

超える建築物の数に

２８，０００円を乗

じて得た額を加算し

た額 

５０ 建築基準法第８６条第２項の規定に

基づく既存建築物を前提とした総合的

設計による建築物の特例認定 

１件につき 建築物（既存建物を

除く。以下この項に

おいて同じ。）の数

が１である場合にあ

っては７８，０００

円、建築物の数が２

以上である場合にあ

っては７８，０００

円に１を超える建築

物の数に２８，００

０円を乗じて得た額

を加算した額 

５１ 建築基準法第８６条の２第１項の規

定に基づく一敷地内認定建築物以外の 

１件につき 建築物（一敷地内認

定建築物を除く。以 



 建築物の建築認定  下この項において同

じ。）の数が１であ

る場合にあっては７

８，０００円、建築

物の数が２以上であ

る場合にあっては７

８，０００円に１を

超える建築物の数に

２８，０００円を乗

じて得た額を加算し

た額 

５２ 建築基準法第８６条の５第１項の規

定に基づく一の敷地とみなすこと等に

よる認定取消し 

１件につき ６，４００円に現に

存する建築物の数に

１２，０００円を乗

じて得た額を加算し

た額 

５３ 建築基準法第８６条の６第２項の規

定に基づく一団地の住宅施設に関する

都市計画に基づく建築物の延べ面積の

敷地面積に対する割合、建築面積の敷

地面積に対する割合、外壁の後退距離

又は高さに関する制限の適用除外に係

る認定 

１件につき ２７，０００円

５４ 建築基準法第８６条の８第１項の規

定に基づく全体計画の認定 

１件につき ２７，０００円

５５ 建築基準法第８６条の８第３項の規

定に基づく全体計画の変更の認定 

１件につき ２７，０００円

５６ 建築基準法第４２条第１項第５号の

規定に基づく道路の位置の指定（変更

を含む。）又は廃止の申請に対する審

査 

１件につき ５０，０００円

５７ 建築基準法第４３条第２項第１号に

規定する建築物の敷地と道路との関係

の特例に係る認定 

１件につき ２７，０００円

５８ 建築基準法第４２条第１項第５号の

規定に基づく道路の位置の指定に係る

図面の写しの交付 

１件につき ４００円

５９ 建築基準法施行規則（昭和２５年建 １件につき ４００円



 設省令第４０号）第１１条の４第１項

に規定する建築計画概要書（当該建築

計画に係る建築基準法令による処分等

の概要書を含む。）等の写しの交付 

 

６０ 建築基準法第１２条第８項に規定す

る台帳の記載事項を証する書面の交付 

１件につき ４００円

６１ 優良住宅新築認定     

(1) 新築住宅の床面積の合計が１０

０平方メートル以内のもの 

１件につき ６，２００円

(2) 新築住宅の床面積の合計が１０

０平方メートルを超え５００平方

メートル以内のもの 

１件につき ８，６００円

(3) 新築住宅の床面積の合計が５０

０平方メートルを超え２，０００

平方メートル以内のもの 

１件につき １３，０００円

(4) 新築住宅の床面積の合計が２，

０００平方メートルを超え１０，

０００平方メートル以内のもの 

１件につき ３５，０００円

(5) 新築住宅の床面積の合計が１０

，０００平方メートルを超えるも

の 

１件につき ４３，０００円

６２ 長期優良住宅の普及の促進に関する

法律（平成２０年法律第８７号。以下

「長期優良住宅普及促進法」という。

）の規定に基づく長期優良住宅建築等

計画の認定等に関する審査 

  

(1) 長期優良住宅普及促進法第６条

第１項に規定する認定基準に適合

するものとして住宅の品質確保の

促進に関する法律（平成１１年法

律第８１号。以下「住宅品質確保

促進法」という。）第５条第１項

に規定する登録住宅性能評価機関

が発行する認定基準に適合するこ

とを証する適合証を添付した長期

優良住宅普及促進法第５条第１項

から第３項までの規定に基づく長

期優良住宅建築等計画の認定申請 

１件につき 新築の場合は６，０

００円、増築又は改

築の場合は１０，０

００円。ただし、長

期優良住宅普及促進

法第６条第２項の規

定による建築基準法

第６条第１項に規定

する建築基準関係規

定に適合するかどう

かの審査を受けるこ

との申出（以下この 



 に係る審査（以下「認定審査」と

いう。）のうち、一戸建ての住宅

のもの 

 項において「審査申

出」という。）を併

せて行う場合は、４

０の項又は４１の項

の各号に規定する手

数料の額を加算した

額とする。 

(2) 前号に規定する適合証の添付し

た認定審査のうち、共同住宅又は

長屋（以下「共同住宅等」という

。）の床面積の合計が５００平方

メートル以下のもの 

１件につき 新築の場合は１３，

０００円、増築又は

改築の場合は２１，

０００円。ただし、

審査申出を併せて行

う場合は、４０の項

又は４１の項の各号

に規定する手数料の

額を加算した額とす

る。 

(3) 住宅品質確保促進法第６条第１

項の設計住宅性能評価書（長期優

良住宅普及促進法第６条第１項に

掲げる基準に適合しているものに

限る。）の写しを添付した認定審

査のうち、一戸建ての住宅のもの 

１件につき ２３，０００円。た

だし、審査申出を併

せて行う場合は、４

０の項又は４１の項

の各号に規定する手

数料の額を加算した

額とする。 

(4) 前号に規定する設計住宅性能評

価書の写しを添付した認定審査の

うち、共同住宅等の床面積の合計

が５００平方メートル以下のもの 

１件につき ７２，０００円。た

だし、審査申出を併

せて行う場合は、４

０の項又は４１の項

の各号に規定する手

数料の額を加算した

額とする。 

(5) 第１号に規定する適合証又は第

３号に規定する設計住宅性能評価

書の写しの添付がない認定審査の

うち、一戸建ての住宅のもの 

１件につき 新築の場合は５７，

０００円、増築又は

改築の場合は８５，

０００円。ただし、

審査申出を併せて行

う場合は、４０の項

又は４１の項の各号 



   に規定する手数料の

額を加算した額とす

る。 

(6) 第１号に規定する適合証又は第

３号に規定する設計住宅性能評価

書の写しの添付がない認定審査の

うち、共同住宅等の床面積の合計

が５００平方メートル以下のもの 

１件につき 新築の場合は１２７

，０００円、増築又

は改築の場合は１９

４，０００円。ただ

し、審査申出を併せ

て行う場合は、４０

の項又は４１の項の

各号に規定する手数

料の額を加算した額

とする。 

(7) 長期優良住宅普及促進法第８条

第１項に規定する長期優良住宅建

築等計画の変更に係る認定審査 

１件につき 前各号の手数料の金

額欄に掲げる額の区

分に応じ、それぞれ

当該手数料の金額の

２分の１に相当する

額。ただし、審査申

出を併せて行う場合

は、４０の項又は４

１の項の各号に規定

する手数料の額を加

算した額とする。 

(8) 長期優良住宅普及促進法第９条

第１項に規定する譲受人の決定に

係る長期優良住宅建築等計画の変

更の認定審査 

１件につき ２，２００円

(9) 長期優良住宅普及促進法第１０

条に規定する地位の承継の承認審

査 

１件につき ２，２００円

６３ 都市の低炭素化の促進に関する法律

（平成２４年法律第８４号）第５３条

第１項の規定に基づく低炭素建築物新

築等計画の認定の申請に同法第５４条

第１項各号に掲げる基準に適合してい

ることを示す書類又はこれに類する書

類として市長が別に定める書類が添付 

 次に掲げる額を合計

した額（第３号及び

第４号を除く。） 



 された場合に対する審査   

(1) 住宅用途を含む建築物の住戸部

分について次に掲げる区分に応じ

、それぞれ次に定める額 

  

ア 一戸建ての住宅及び申請に係

る一の建築物の住戸のうち同時

に申請された住戸の数（以下ア

からオまでにおいて「申請住戸

数」という。）が１戸のもの 

１件につき ５，０００円

イ 申請住戸数が１戸を超え５戸

以内のもの 

１件につき １０，０００円

ウ 申請住戸数が５戸を超え１０

戸以内のもの 

１件につき １８，０００円

エ 申請住戸数が１０戸を超え２

５戸以内のもの 

１件につき ３１，０００円

オ 申請住戸数が２５戸を超える

のもの 

１件につき ５２，０００円

(2) 住宅用途を含む建築物（住戸部

分を除く。）及び非住宅建築物に

ついて次に掲げる区分に応じ、そ

れぞれ次に定める額 

  

ア 床面積の合計が３００平方メ

ートル以内のもの 

１件につき １０，０００円

イ 床面積の合計が３００平方メ

ートルを超え５００平方メート

ル以内のもの 

１件につき ３１，０００円

(3) 都市の低炭素化の促進に関する

法律第５５条第１項の規定に基づ

く低炭素建築物新築等計画の変更

の認定の申請に対する審査（次号

に規定する審査を除く。） 

１件につき 前２号の手数料の金

額の欄に定める額に

それぞれ２分の１を

乗じて得た額 

(4) 前３号に掲げる審査で都市の低

炭素化の促進に関する法律第５４

条第２項の規定による申出を伴う

申請に対する審査 

１件につき 前３号の手数料の金

額の欄に定める額に

４０の項の各号に規

定する手数料の額を

加算し、構造計算適

合性判定を併せて行

う場合は、４１の項 



   の各号に規定する手

数料の額を更に加算

した額 

６４ 都市の低炭素化の促進に関する法律

第５３条第１項の規定に基づく低炭素

建築物新築等計画の認定の申請（前項

以外のもの）に対する審査 

 次に掲げる額を合計

した額（第５号及び

第６号を除く。） 

(1) 住宅用途を含む建築物の住戸部

分について次に掲げる区分に応じ

、それぞれ次に定める額 

  

ア 一戸建ての住宅及び申請に係

る一の建築物の住戸のうち同時

に申請された住戸の数（イから

オまでにおいて「申請住戸数」

という。）が１戸のもの 

１件につき ３８，０００円

イ 申請住戸数が１戸を超え５戸

以内のもの 

１件につき ６６，０００円

ウ 申請住戸数が５戸を超え１０

戸以内のもの 

１件につき ９６，０００円

エ 申請住戸数が１０戸を超え２

５戸以内のもの 

１件につき １４０，０００円

オ 申請住戸数が２５戸を超える

もの 

１件につき ２０３，０００円

(2) 共同住宅の共用部分の床面積の

合計が１００平方メートル以内の

もの 

１件につき １１１，０００円

(3) 住宅用途を含む建築物の住宅用

途以外の部分及び非住宅建築物（

次号に掲げる場合を除く。）につ

いては、次に掲げる区分に応じ、

それぞれ次に定める額 

  

ア 床面積の合計が３００平方メ

ートル以内のもの 

１件につき ２５０，０００円

イ 床面積の合計が３００平方メ

ートルを超え５００平方メート

ル以内のもの 

１件につき ４１２，０００円

(4) 住宅用途を含む建築物の住宅用

途以外の部分及び非住宅建築物（ 

  



 市長が別に定める場合に限る。）

については、次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める額 

  

ア 床面積の合計が３００平方メ

ートル以内のもの 

１件につき ９１，０００円

イ 床面積の合計が３００平方メ

ートルを超え５００平方メート

ル以内のもの 

１件につき １５８，０００円

(5) 都市の低炭素化の促進に関する

法律第５５条第１項の規定に基づ

く低炭素建築物新築等計画の変更

の認定の申請に対する審査 

１件につき 前各号の手数料の金

額の欄に定める額に

それぞれ２分の１を

乗じて得た額 

(6) 前各号に掲げる審査で都市の低

炭素化の促進に関する法律第５４

条第２項の規定による申出を伴う

申請に対する審査 

１件につき 前各号の手数料の金

額の欄に定める額に

４０の項の各号に規

定する手数料の額を

加算し、構造計算適

合性判定を併せて行

う場合は、４１の項

の各号に規定する手

数料の額を更に加算

した額 

６５ 建築物のエネルギー消費性能の向上

に関する法律（平成２７年法律第５３

号）第２９条第１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能向上計画の認

定の申請に対する審査 

 次に掲げる額を合計

した額（第５号を除

く。） 

(1) 建築物のエネルギー消費性能の

向上に関する法律第３０条第１項

各号に掲げる基準に適合している

ことを示す書類又はこれに類する

書類として市長が別に定める書類

が提出された場合 

  

ア 一戸建ての住宅 １件につき ５，０００円。ただ

し、審査申出を併せ

て行う場合は、４０

の項又は４１の項の 



   各号に規定する手数

料の額を加算した額

とする。 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅

部分について次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める額 

  

(ｱ) 床面積の合計が３００平方

メートル未満のもの 

１件につき １１，０００円。た

だし、審査申出を併

せて行う場合は、４

０の項又は４１の項

の各号に規定する手

数料の額を加算した

額とする。 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方

メートル以上５００平方メー

トル以内のもの 

１件につき ２３，０００円。た

だし、審査申出を併

せて行う場合は、４

０の項又は４１の項

の各号に規定する手

数料の額を加算した

額とする。 

ウ 非住宅用途を含む建築物の非

住宅部分について次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定める

額 

  

(ｱ) 床面積の合計が３００平方

メートル未満のもの 

１件につき １１，０００円。た

だし、審査申出を併

せて行う場合は、４

０の項又は４１の項

の各号に規定する手

数料の額を加算した

額とする。 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方

メートル以上５００平方メー

トル以内のもの 

１件につき ３１，０００円。た

だし、審査申出を併

せて行う場合は、４

０の項又は４１の項

の各号に規定する手

数料の額を加算した

額とする。 



 (2) 前号に掲げる場合以外で、建築

物エネルギー消費性能基準等を定

める省令（平成２８年経済産業省

・国土交通省令第１号）第１０条

第２号イ及びロに定める基準に適

合するもの 

  

ア 一戸建ての住宅について次に

掲げる区分に応じ、それぞれ次

に定める額 

  

(ｱ) 床面積の合計が２００平方

メートル未満のもの 

１件につき ４０，０００円。た

だし、審査申出を併

せて行う場合は、４

０の項又は４１の項

の各号に規定する手

数料の額を加算した

額とする。 

(ｲ) 床面積の合計が２００平方

メートル以上５００平方メー

トル以内のもの 

１件につき ４４，０００円。た

だし、審査申出を併

せて行う場合は、４

０の項又は４１の項

の各号に規定する手

数料の額を加算した

額とする。 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅

部分について次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める額 

  

(ｱ) 床面積の合計が３００平方

メートル未満のもの 

１件につき ８０，０００円。た

だし、審査申出を併

せて行う場合は、４

０の項又は４１の項

の各号に規定する手

数料の額を加算した

額とする。 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方

メートル以上５００平方メー

トル以内のもの 

１件につき １３５，０００円。

ただし、審査申出を

併せて行う場合は、

４０の項又は４１の

項の各号に規定する 



   手数料の額を加算し

た額とする。 

(3) 第１号に掲げる場合以外で、建

築物エネルギー消費性能基準等を

定める省令第１０条第１号イ（１

）及びロ（１）に定める基準に適

合する非住宅用途を含む建築物の

非住宅部分について次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

  

ア 床面積の合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

１件につき ２６７，０００円。

ただし、審査申出を

併せて行う場合は、

４０の項又は４１の

項の各号に規定する

手数料の額を加算し

た額とする。 

イ 床面積の合計が３００平方メ

ートル以上５００平方メートル

以内のもの 

１件につき ４３２，０００円。

ただし、審査申出を

併せて行う場合は、

４０の項又は４１の

項の各号に規定する

手数料の額を加算し

た額とする。 

(4) 第１号に掲げる場合以外で、建

築物エネルギー消費性能基準等を

定める省令第１０条第１号イ（２

）及びロ（２）に定める基準に適

合する非住宅用途を含む建築物の

非住宅部分について次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

  

ア 床面積の合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

１件につき １０２，０００円。

ただし、審査申出を

併せて行う場合は、

４０の項又は４１の

項の各号に規定する

手数料の額を加算し 

た額とする。 



イ 床面積の合計が３００平方メ

ートル以上５００平方メートル

以内のもの 

１件につき １７１，０００円。 

ただし、審査申出を

併せて行う場合は、

４０の項又は４１の

項の各号に規定する

手数料の額を加算し

た額とする。 

(5) 建築物のエネルギー消費性能の

向上に関する法律第３１条第１項

の規定に基づく建築物エネルギー

消費性能向上計画の変更の認定の

申請に対する審査 

１件につき 前各号の手数料の金

額欄に掲げる額の区

分に応じ、それぞれ

当該手数料の金額の

２分の１に相当する

額。ただし、審査申

出を併せて行う場合

は、４０の項又は４

１の項の各号に規定

する手数料の額を加

算した額とする。 

６６ 建築物のエネルギー消費性能の向上

に関する法律第３６条第１項の規定に

基づく建築物エネルギー消費性能に係

る認定の申請に対する審査 

 次に掲げる額を合計

した額 

(1) 建築物のエネルギー消費性能の

向上に関する法律第２条第３号に

掲げる基準に適合していることを

示す書類又はこれに類する書類と

して市長が別に定める書類が提出

された場合 

  

ア 一戸建ての住宅 １件につき ５，０００円

イ 住宅用途を含む建築物の住宅

部分について次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める額 

  

(ｱ) 床面積の合計が３００平方

メートル未満のもの 

１件につき １１，０００円

(ｲ) 床面積の合計が３００平方

メートル以上５００平方メー 

１件につき ２３，０００円



 トル以内のもの 

ウ 非住宅用途を含む建築物の非

住宅部分について次に掲げる区 

分に応じ、それぞれ次に定める

額 

 

(ｱ) 床面積の合計が３００平方

メートル未満のもの 

１件につき １１，０００円

(ｲ) 床面積の合計が３００平方

メートル以上５００平方メー

トル以内のもの 

１件につき ３１，０００円

(2) 前号に掲げる場合以外で、建築

物エネルギー消費性能基準等を定

める省令第１条第１項第２号イ（

１）及びロ（１）に定める基準に

適合するもの 

  

ア 一戸建ての住宅について次に

掲げる区分に応じ、それぞれ次

に定める額 

  

(ｱ) 床面積の合計が２００平方

メートル未満のもの 

１件につき ４０，０００円

(ｲ) 床面積の合計が２００平方

メートル以上５００平方メー

トル以内のもの 

１件につき ４４，０００円

イ 住宅用途を含む建築物の住宅

部分について次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める額 

  

(ｱ) 床面積の合計が３００平方

メートル未満のもの 

１件につき ８０，０００円

(ｲ) 床面積の合計が３００平方

メートル以上５００平方メー

トル以内のもの 

１件につき １３５，０００円

(3) 第１号に掲げる場合以外で、建

築物エネルギー消費性能基準等を

定める省令第１条第１項第２号イ

（２）及びロ（２）に定める基準

に適合するもの 

  

ア 一戸建ての住宅について次に

掲げる区分に応じ、それぞれ次 

  



 に定める額   

(ｱ) 床面積の合計が２００平方

メートル未満のもの 

１件につき ２０，０００円

(ｲ) 床面積の合計が２００平方

メートル以上５００平方メー

トル以内のもの 

１件につき ２２，０００円

イ 住宅用途を含む建築物の住宅

部分について次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める額 

  

(ｱ) 床面積の合計が３００平方

メートル未満のもの 

１件につき ３８，０００円

(ｲ) 床面積の合計が３００平方

メートル以上５００平方メー

トル以内のもの 

１件につき ６６，０００円

(4) 第１号に掲げる場合以外で、建

築物エネルギー消費性能基準等を

定める省令第１条第１項第１号イ

に定める基準に適合する非住宅用

途を含む建築物の非住宅部分につ

いて次に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ次に定める額 

  

ア 床面積の合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

１件につき ２６７，０００円

イ 床面積の合計が３００平方メ

ートル以上５００平方メートル

以内のもの 

１件につき ４３２，０００円

(5) 第１号に掲げる場合以外で、建

築物エネルギー消費性能基準等を

定める省令第１条第１項第１号ロ

に定める基準に適合する非住宅用

途を含む建築物の非住宅部分につ

いて次に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ次に定める額 

  

ア 床面積の合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

１件につき １０２，０００円

イ 床面積の合計が３００平方メ

ートル以上５００平方メートル 

以内のもの 

１件につき １７１，０００円



   附 則  
 この条例は、公布の日から施行する。  
  令和元年６月６日提出   

ふじみ野市長 高 畑   博       
提案理由  
  旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関す

る法律（平成３１年法律第１４号）の施行に伴い、今後における法律の制定及

び改廃に迅速に対応し、並びに条文を整理するため、ふじみ野市手数料条例の

一部を改正したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１

項第１号の規定により、この案を提出するものである。  


